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３　勤務時間その他の勤務条件の状況

　一般職員の勤務時間の状況

勤務時間及び休憩時間は、原則次のように割り振られています。

　休暇制度の概要

病 気 休 暇 必要と認める期間（９０日以内）

選挙権その他公民としての権

必要と認める期間

利行使

証人等としての裁判所等へ出

頭

骨髄バンクへの登録、骨髄液

区　　分 種　　　類 内　　　容

年次有給休暇 １年２０日以内

１週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間

３８時間４５分 ８：３０ １７：１５ １２：００～１３：００

特別休暇

忌引

配偶者が出産する場合 ２日以内

妊娠中の女性職員が通勤に利

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて１時間以内の期
間

用する交通機関の混雑程度が

母体、胎児の健康保持に影響

がある場合

産前・産後休暇 産前・産後８週間（多胎妊娠の場合産前は１４週間）

の提供

ボランティア休暇 １年５日以内

結婚休暇 ８日以内

育児時間 １日２回各３０分以内（生後１年以内）

妊娠中の健康診査等 必要と認める期間

配偶者１０日、父母７日、子５日、兄弟姉妹３日など

父母等の追悼のため特別な
行事を行うため

1日以内

市長が指定する健康診断等 必要と認める期間又は時間

者に対する医療に関する法律に

子の看護休暇

短期の介護休暇

夏期休暇

育児参加する場合 配偶者の産前・産後休暇中において５日以内の期間

必要と認める期間

感染症の予防及び感染症の患

よる交通遮断または隔離の場合

生理休暇

災害等による出勤困難、危険を

回避する場合

必要と認める期間

２日以内（１周期につき）

１年５日以内（子が２人以上の場合は１０日）

１年５日以内（要介護者が２人以上の場合は１０日）

７月から９月までの期間内で５日以内

介 護 休 暇 配偶者等の介護（無給）
介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する６月
の範囲内の必要な期間










